
   姫路市臨床研修医奨励金の貸与に関する条例施行規則に規定する書 

類の様式を定める要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、姫路市臨床研修医奨励金の貸与に関する条例施行規則（平成２

３年姫路市規則第２１号。以下「規則」という。）に規定する書類の様式を定める

ものとする。 

 （規則に規定する書類の様式） 

第２条 規則に規定する書類の様式は、次のとおりとする。 

⑴ 姫路市臨床研修医奨励金貸与申請書（様式第１号 )  第３条関係 

 ⑵ 推薦書（様式第２号） 第３条関係 

 ⑶ 姫路市臨床研修医奨励金貸与決定通知書（個人宛）（様式第３号） 第５条関

係 

 ⑷ 姫路市臨床研修医奨励金貸与決定通知書（医療機関宛）（様式第４号） 第５

条関係 

 ⑸ 姫路市臨床研修医奨励金貸与契約書（様式第５号） 第６条関係 

 ⑹ 姫路市臨床研修医奨励金請求書（様式第６号） 第７条第２項関係 

 ⑺ 姫路市臨床研修医奨励金継続願（様式第７号） 第７条第２項関係 

 ⑻ 姫路市臨床研修医奨励金貸与（取消・休止）通知書（様式第８号） 第８条関

係 

 ⑼ 姫路市臨床研修医奨励金貸与辞退申出書（様式第９号） 第１０条関係 

 ⑽ 姫路市臨床研修医奨励金（返還猶予・返還免除）申請書（様式第１０号） 第

１１条関係 

 ⑾ 姫路市臨床研修医奨励金返還猶予決定通知書（様式第１１号） 第１２条関係 

 ⑿ 医師業務等従事証明書（様式第１２号） 第１３第１号関係 

 ⒀ 姫路市臨床研修医奨励金返還免除決定通知書（様式第１３号） 第１３条第２

項関係 

 ⒁ 異動届出書（様式第１４号） 第１５条関係 

 ⒂ 死亡届出書（様式第１５号） 第１６条関係 



     附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この要綱は、平成２９年２月１０日から施行する。 

    附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年３月３１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

１ この要領の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式（次項において

「旧様式」という。） により使用されている書類は、この要綱による改正後の様

式によるものとみなす。 

 ２ この要綱の施行の際、現にある旧様式による要旨については、当分の間、これ

を取り繕って使用することができる。 

 

 

 



様式第１号                                     

（表面） 

 

姫路市臨床研修医奨励金貸与申請書 

 

              

年  月  日 

（宛先）姫路市長 

                           

私は、姫路市臨床研修医奨励金の貸与に関する条例第３条に規定される要件を全て満たしますので、姫

路市臨床研修医奨励金の貸与を受けたく関係書類を添えて申請します。 

申 

請 

者 

郵 便 番 号 
 

 

住 所 

氏 名  年  月  日生 

電 話 番 号  

e - m a i l  

申請区分及び貸与申請

月 額 
 円 

貸 与 申 請 期 間    年   月   日から     年   月   日まで 

臨 床 研 修 医 療 機 関  

臨 床 研 修 の 区 分 （   年目 専攻     科） 

 

 

下記の者は、それぞれ規則第４条各号の要件を全て満たしますので、連帯保証人として記載します。 

連 

帯 

保 

証 

人 
郵 便 番 号 

 

 

住 所 

氏 名  年  月  日生 

電 話 番 号  続柄  

職 業  年収 万円 

郵 便 番 号 
 

 

住 所 

氏 名  年  月  日生 

電 話 番 号  続柄  

職 業  年収 万円 



（裏面） 

 

奨励金の貸与を申請する事由 

 

将来の目標・スケジュール等 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号 

 

推薦書 

 

  年  月  日 

 

（宛先）姫路市長 

 

臨床研修病院名                 

所在地                  

代表者名                 

担当者                  

記載者連絡先               

  

 

次の臨床研修医について、臨床研修を良好な成績で受講している者として認め、推薦します。 

臨 床 研 修 医 氏 名    

臨 床 研 修 開 始 日    年   月   日 

臨床研修修了予定日    年   月   日 

推 
 

薦 
 

内 
 

容 

推 薦 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の育成の計画・スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号 

 

 

姫路市臨床研修医奨励金貸与決定通知書（個人宛） 

 

 

年  月  日 

 

 

          様 

 

 

姫路市長              

 

 

    年  月  日付で申請のあった姫路市臨床研修医奨励金の貸与については、次のとおり決

定しました。 

貸 与 決 定 番 号   第      号 

貸 与 月 額                   円 

貸 与 期 間       年   月   日から     年   月   日まで 

貸 与 総 額                   円 

備 考  

 

 

 

 

 



様式第４号 

 

 

姫路市臨床研修医奨励金貸与決定通知書（医療機関宛） 

 

 

年  月  日 

 

 

          様 

 

 

姫路市長             

 

 

    年  月  日付で、貴職より推薦いただいた臨床研修医について、姫路市臨床研修医奨励

金を貸与することに決定しましたので、次のとおり通知します。 

貸 与 決 定 者 氏 名    

貸 与 決 定 番 号   第      号 

貸 与 月 額                   円 

貸 与 期 間       年   月   日から     年   月   日まで 

貸 与 総 額                   円 

備 考  

 

 

 



様式第５号 

 

姫路市臨床研修医奨励金貸与契約書 

 

 

 姫路市長（以下「甲」という。）と             （以下「乙」という。）との間に

姫路市臨床研修医奨励金の貸与に関する条例施行規則（以下「規則」という。）第６条の規定に基づ

き、奨励金の貸与について、次のとおり契約を締結する。 

 

（総則） 

第１条 甲は、乙に対し奨励金として次のとおり貸与する。 

 ⑴ 貸与月額           円 

⑵ 貸与期間      年  月  日から    年  月  日まで 

⑶ 貸与総額           円 

⑷ 交付時期  ７月、８月及び１２月 

（履行の義務） 

第２条 乙は、貸与を受けた奨励金の返還その他の義務については、姫路市臨床研修医奨励金の貸与

に関する条例（以下「条例」という。）及び規則の規定に基づき、誠実に履行するものとする。 

（遅延利息） 

第３条 乙は、正当な理由がなく、奨励金の返還期日までに奨励金を返還しない場合は、返還期日の

翌日から返還までの日数に応じ、その延滞した額につき法定利率により計算した額の遅延利息を支

払わなければならない。 

（甲の解除権） 

第４条 甲は、乙が条例第８条の規定に該当することとなったと認めたときは、この契約を解除する

ものとする。 

第５条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する者（以下「排除対象業者」という。）であるとき

は、この契約を解除することができる。 

⑴ 暴力団（姫路市暴力団排除条例（平成２４年姫路市条例第４９号）第２条第１号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（姫路市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団

員をいう。以下同じ。）であるとき。 

⑵ 暴力団員が役員（法人等（法人その他の団体をいう。以下同じ。）において、業務を執行する 

社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する 

者であるかを問わず、当該法人等に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ず 

る者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。）として経営に関与し 

ている者であるとき（実質的に関与している場合を含む。）。 

 ⑶ 暴力団員を相当の責任の地位にある者（役員以外で業務に関し監督する責任を有する使用人を 

いう。以下同じ。）として使用し、又は代理人として選任している者であるとき。 

 ⑷ 次に掲げる行為をした者であるとき。 

  ア 自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を与えるため、暴力団若しくは暴力団

員の威力を利用する行為 

  イ 暴力団又は暴力団員に資金的援助等の経済的便宜を図る行為 

  ウ ア又はイに掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している

と認められる行為 



２ 甲は、乙が正当な理由なく、次条第１項に規定する情報の提供を拒んだ場合は、この契約を解除

することができる。 

３ 甲は、前２項の規定によりこの契約を解除した場合において乙に損害が生じても、その責めを負

わない。 

（情報提供及び情報の利用） 

第６条 甲は、乙が排除対象業者でないことを確認するため、乙に対して、必要な情報の提供を求め

ることができる。この場合において、乙は、正当な理由なくその提出を拒んではならない。 

２ 甲は、前項の確認に当たり、乙から提供された情報を所轄の警察署に提供し、その意見を聴くこ

とができる。 

３ 甲は、姫路市暴力団排除条例第７条の趣旨に従い排除対象業者を排除するため、前項の意見を、

他の業務において利用し、又は外郭団体等を含む甲の関係部局と共有することができる。 

 （不当介入に対する措置） 

第７条 乙は、この契約の履行に当たり、排除対象業者から妨害その他不当な要求を受けた場合は、

その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出て、捜査上必要な協力を行わなけれ

ばならない。 

（契約外の事項） 

第８条 条例、規則及びこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。 

 この契約の証として本書２通を作成し、甲乙各１通を保有するものとする。 

 

     年  月  日 

 

甲     姫路市安田四丁目１番地 

姫路市長                 ㊞ 

 

 

乙     住 所                    

 

氏 名                  ㊞ 

 

 

連帯保証人 住 所                    

 

氏 名                  ㊞ 

 

 

連帯保証人 住 所                    

 

氏 名                  ㊞ 

 

※ 連帯保証人の印鑑は印鑑登録しているものを使用してください。 

  



様式第６号 

 

 

姫路市臨床研修医奨励金請求書 

 

 

年  月  日 

 

（宛先）姫路市長 

 

      住所 

 

       氏名     

 

姫路市臨床研修医奨励金を次のとおり請求します。 

貸 与 決 定 番 号   第      号 

貸 与 月 額                   円 

貸 与 期 間       年   月   日から     年   月   日まで 

請 求 額                   円 

振 込 先 

金 融 機 関 名  

口 座 種 別 普通 口 座 番 号  

口 座 名 義
フ リ ガ ナ

  

備 考  

 

＜注意事項＞ 

 １ 振込先口座は、請求者本人の名義の口座を記入すること。 

 

 

 

 

 



様式第７号 

 

姫路市臨床研修医奨励金継続願 

 

  年  月  日 

 

 

（宛先）姫路市長 

 

臨床研修病院名              

所在地                  

代表者名                 

担当者                  

記載者連絡先               

             

次の臨床研修医は、本院での臨床研修を良好に受講しており、姫路市臨床研修医奨励金貸与の適格者

として認められるので、引き続き姫路市臨床研修医奨励金を貸与くださいますようにお願いします。 

臨 床 研 修 医 氏 名    

貸 与 決 定 番 号   第      号 

貸 与 月 額                   円 

備 考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号 

 

 

姫路市臨床研修医奨励金貸与（取消・休止）通知書 

 

  年  月  日 

 

         様 

 

 

姫路市長              

 

あなたに対する姫路市臨床研修医奨励金の貸与は、次のとおり（取消・休止）します。 

貸 与 決 定 番 号   第      号 

取消・休止年月日       年   月   日 

休 止 期 間       年   月   日から 

貸 与 済 期 間       年   月   日から     年   月   日まで 

貸 与 済 総 額                   円 

取 消 ・ 休 止 理 由  

 

＜教示＞  

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内に、姫路市に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、姫路市を被告として（訴訟において姫路市を代表する者は姫路市長となりま

す。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請求をした場合に

は、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対す

る裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの

処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年

を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場

合があります。 



様式第９号 

 

姫路市臨床研修医奨励金貸与辞退申出書 

 

年  月  日 

 

（宛先）姫路市長 

 

住所     

 

氏名     

  

姫路市臨床研修医奨励金の貸与を受けておりましたが、都合によりこれを辞退します。 

貸 与 決 定 番 号   第      号 

貸与を受けた期間       年   月   日から     年   月   日まで 

貸与を受けた金額                   円 

辞 退 の 理 由  

 

 

 

 

 

 

 



様式第１０号 

 

姫路市臨床研修医奨励金（返還猶予・返還免除）申請書 

 

 

            年  月  日            

 

（宛先）姫路市長 

 

 

姫路市臨床研修医奨励金の返還について、次のとおり申請します。 

申 請 者 名               

住 所                

現 在 の 勤 務 先  

申 請 理 由 
 

 

 
＜注意事項＞ 

 １ 返還免除申請を希望する場合は、前年度に勤務した市内の医療機関に様式１２号の発行を求

め、添付すること。 

 ２ 返還猶予申請を希望する場合は、申請年度に市内又は市外の病院に在籍していることを証する

書類を添付すること。 

   



様式第１１号 

 

姫路市臨床研修医奨励金返還猶予決定通知書 

 

年  月  日 

 

         様 

 

 

姫路市長             ㊞  

 

姫路市臨床研修医奨励金の返還の猶予について、次のとおり決定します。 

貸 与 決 定 番 号  第      号  

返 還 猶 予 額          円（       月間）※ 

返 還 猶 予 期 間         年    月まで 

備 考  

※市内医療機関で返還猶予額に記載の月数の期間を勤務すれば、返還猶予額が返還免除対象となりま

す。 

 

＜教示＞  

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内に、姫路市に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、姫路市を被告として（訴訟において姫路市を代表する者は姫路市長となりま

す。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請求をした場合に

は、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対す

る裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの

処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年

を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場

合があります。 

  



様式第１２号 

 

医師業務等従事証明書 

 

（宛先）姫路市長 

証明日      年    月    日  

事業所名                  

所在地                    

担当者名                  

記載者連絡先                

 

次のとおり相違ありません。 

本 人 氏 名  

本 人 就 労 先  

就 労 先 所 在 地  

診 療 科 の 別  

雇 用 期 間 

 

期間：    年  月  日～    年  月  日 

 

証明時点で在職中の場合は、開始日のみ記載 

 

身 分 

 

上記雇用期間の身分 

□ 前期研修医 

□ 後期研修医又は医師 

 

産前･産後休業の取

得 

□取得中 □取得済み 

期間：      年   月   日 ～     年   月   日 

育 児 休 業 の 取 得 
□取得中 □取得済み 

期間：      年   月   日 ～     年   月   日 

その他休職期間等

の 記 載 

 

 

 

 

 

 

 

１ 姫路市臨床研修医奨励金の貸与を受けている方が、返還債務免除または返還猶予するために必要

な証明書です。 

２ 本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の

罪に問われる場合があります。  

 

 

  



様式第１３号 

 

姫路市臨床研修医奨励金返還免除決定通知書 

 

年  月  日 

 

         様 

 

 

姫路市長             ㊞  

 

姫路市臨床研修医奨励金の返還債務の免除について、次のとおり決定します。 

貸 与 決 定 番 号   第      号 

貸 与 期 間     年    月から    年    月まで（   月間) 

貸 与 総 額           円 

返 還 す べ き 額           円 

返 還 債 務 免 除 額           円 

備 考  

 

＜教示＞  

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内に、姫路市に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、姫路市を被告として（訴訟において姫路市を代表する者は姫路市長となりま

す。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請求をした場合に

は、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対す

る裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの

処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年

を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場

合があります。 



様式第１４号 

 

異動届出書 

 

年  月  日 

（宛先）姫路市長 

 

住所      

 

氏名      

 

規則第１５条の規定により、次のとおり届出します。 

貸 与 決 定 番 号  第      号 

届出をしようとする

事 項 の 概 要 
  

届 出 内 容 

及 び 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考  

 

＜注意事項＞ 

 １ 変更のあった事項を証する書類を添付すること。 

２ 届出事項が、研修の休止、休職、産前産後休暇、育児休業等の場合は、その期間を記入するこ

と。 



 様式第１５号 

 

死亡届出書 

 

年  月  日 

 

（宛先）姫路市長 

  

      連帯保証人 住所 

      又は相続人 

    氏名     

                         連絡先 

 

規則第１６条の規定により、次のとおり届出します。 

被 貸 与 者 氏 名  

貸 与 決 定 番 号   第      号 

医師としての勤務先

(前期研修医又は 

後期研修医としての

勤 務 を 含 む ) 

所 在 地  

名 称  

死 亡 期 日     年   月   日 

死 亡 原 因  

 

 

 

 

 

 
  

 


